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伊豆縦貫自動車道のこれから

下田市は、伊豆縦貫自動車道（下田市）都市計画原案を、都市計画決定者の静岡県に送付します。今後の

都市計画決定に向けたステップは以下のとおりです。

公聴会や都市計画案の公告縦覧の開催については、「広報しもだ」等にて、皆さまにお知らせいたします。

伊豆縦貫自動車道（下田市）の道路開通までのステップ
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都市計画のステップ
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問合せ先 建設課伊豆縦貫道係 緯鰻２２１９

伊伊伊豆縦貫自動車道に関するお知らせ伊伊豆縦貫自動車道に関するお知ら伊豆縦貫自動車道に関するお知らせせ

開催期間

平成２４年７月５日から平成２５年３月２８日まで。

説明会開催結果

全体説明会 市内全域６地区で全６回開催。参加約５００名

地区詳細説明会 ルート該当５地区を中心に、延べ１３回開催。参加約５４５名

概要

伊豆縦貫自動車道（下田市６丁目～下田市箕作）の都市計画の下田市原案について、道路種別・道路の構

造、ルート、インターチェンジの位置等の説明をしました。

多数の皆様にご参加頂きまして、ありがとうございました。

伊豆縦貫自動車道（下田市）都市計画原案説明会が終わりました
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リコール製品をお持ちではありませんか

◎リコール対象型式の製品で、平成２４年１月から平成２５年１月までの

火災等の発生件数は１０９件でした。

製品起因（リコール事象以外のものを含む）９１件

原因不明 ４件 調査中 １１件 その他 ３件

製品による事故の未然・拡大防止のため、事業者により製品の無償改修・回収等がおこ

なわれることがあります。

しかし、こうした情報が行き届かなかったなどの理由により消費者が対象製品を知らず

に使い続け、事故が発生する場合もあります。

消費者庁では、無償改修・回収が行われている消費者向けの製品について、リコール情

報サイトを開設し、情報を提供しています。皆様のご家庭にも該当製品があるかもしれま

せん。折に触れて確認してください。

①これまで各省庁がそれぞれ公表していたリコール情報を収集・一元化しており、分野横

断的に閲覧可能です。

②火災・重症等の重大事故が発生したり、発生する恐れのあるリコール対象製品は「重大

なおしらせ」としてサイトトップ画面でお知らせします。

③高齢者・子ども向けのリコール対象製品は新規登録情報をサイトトップ画面でお知らせ

します。

リコール情報

携帯サイト

PChttp://www.recall.go.jp/携帯 http://www.recall.go.jp/m/

また、リコール製品の新規登録情報を「全体」「高齢者等」、「子ども」の分類で受信する

ことができるリコール情報メールサービス登録も行っています。

リコール情報メールサービス登録アドレス

http://www.recall.go.jp/service/register.html

問合せ先 産業振興課産業振興係 緯鰻３９１４５ 月 は 消 費 者 月 間

最新のリコール情報をお届けします

消費者庁リコール情報サイト

火災等の重大事故が多発しています

リコール対象品の確認を

リコール対象品を使い続けると、重大な事故の発生につながる恐れがあります。消費者

庁ではリコール情報サイトで対象品の情報提供を行っていますのでご確認ください。未対

応の該当製品をお持ちの方は、ただちに使用を中止し、事業者に連絡してください。

消費者庁リコール情報サイトの特徴

リリリコール製品をお持ちではありませんかリリコール製品をお持ちではありませんリコール製品をお持ちではありませんかか


